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６月は梅雨が始まり、天候のすぐれない日が多くなってきます。ジメジメ・ムシムシとして過

ごしにくく、蒸し暑かったり、肌寒かったり等で気温の変化が激しい月でもあります。体調に留

意しながら、長ズボンと半ズボン、厚手のものや薄手のもの・・・など組み合わせを考え、調節

しやすい服装で過ごしましょう。また、外での活動がにくくなり、室内遊びが中心となります。

身体を動かす活動や手指を使う活動等、静と動の活動を組み合わせながら、保育を楽しみたいと

思っています。 

 

＜６月の予定＞  

   ＊保護者支援を以下の日時で実施します。以下の実施時間子どもさんは、職員と過ごします。 

    ・６／１ （金）  １３：００～１３：４０  対象クラス：ぴんく 

    ・６／４ （月）  １３：００～１３：４０  対象クラス：みどり・きらきら 

    上記１日、４日の内容は「親子通園について」です。 

    ・６／２５（月）  １３：００～１３：４０  

    ・６／２９（金）     対象：親子通園の年中児・年少児・２歳児（通園半年以上） 

     上記２５日、２９日の内容は「就園に向けて」です。参加対象は担任よりお伝えします。 

     通園バスは、１４：１５に出発します。お間違えのないようお願いします。 

   ＊歯科検診：６／２２（月）と６／２５（木）いずれも９：４５～１１：４５の間で実施します。 

    詳しい日程等は担任よりお知らせします。 

   ◎７月の予定：７／７（土） 「保護者交流会～先輩保護者と語ろう～」  

午前中に実施予定です。対象は、親子通園児は年長児と年中児。医療型の並行児は年長児年中児、 

福祉型の並行児は全員です。詳細は別途お知らせします。 

 

＊幼稚園の申し込みについて＊ 

就園に向けての詳細は、6/25.29 の保護者支援でお話しします。 

 情報提供場所 時期 申し込み場所 

公立（市町村） ９月後半配布予定の 

市町村発行の広報 等 

未定 市町村役場 

私立 各園のホームページ 等 未定 各園 

    ＊入園を考えておられる場合は、必ず担任や相談員に、ご相談ください。また、各市町村の 

担当保健師さんとも相談していただきますよう、よろしくお願いします。 

＊事前に園の見学をお勧めします。見学することで園の雰囲気を知ることができ、子どもさん 

に合った活動内容なのか等、色々な選択をする際の目安にもなります。 

    ＊補助の先生の配置（加配）については、市町村によって対応に違いがあります。 

 

 

 

 

５日 あお   Ｔくん  ４さい    ６日  ふじ  Ｔくん  ５さい 

７日 き    Ｋくん  ３さい    ８日  みどり Ｈちゃん ３さい 

１３日 きらきら Ｒくん  ４さい   １６日  ぴんく Ｋくん  ２さい 

２８日 みどり  Ｋくん  ３さい   ２８日  ぴんく Ｙくん  ３さい 

３０日 ぴんく  Ｙちゃん ４さい   

 

 

 

＊これから始まる～♪感触あそび＊ 

  

  感触あそびは、五感（視覚、嗅覚、触覚、聴覚、味覚）を使った遊びです。色々な感触に触れ 

 る中で、それぞれのモノの形や触り心地など様々な事を知ったり、感じたりして、外界には色々 

 なモノがあることを知っていく機会になります。また、感触遊びを通して感じた事が今後、イメ 

ージ力や見立てる力、集中力など様々な力に繋がってきます。新しい事に対してドキドキしたり、 

触ることが苦手なお子さんもおられると思います。そんな時は、無理強いせず、まずは見てもら 

い、手につかない状態から始めるなど、子どもさんのペースに合わせることを大切にしながら、 

段階を踏んで取り組むようにしています。汚れることも多いので子どもさんだけでなく、保護者 

の方も同じく汚れてもいい、またスカート等ではなく動きやすい服装での保育参加をお願いしま 

す。合わせて、着替えやタオル等の準備もお願いします。保護者の方も一緒に楽しみましょう。 

 

 

 

 

 

＊福祉サービスの紹介＊ 

○児童発達支援事業（児童福祉法） 

就学前の子どもの発達支援を行います（行政が実施する「療育教室」と同じ機能を持つ事業です。

すてっぷセンターもその一つになります）。一人ひとりの子どもさんの持っている力に着目し、それ

ぞれに合った取り組みを行うことで成長に向けた支援を行います。 

※児童発達支援のことで詳しく聞きたい方や、何か分からないことがありましたら、相談員にお声

かけください。 

 

☆宇治田原町と精華町の方は、今月、受給者証の更新月になります。役場から申請用紙が

送られて来ますので、所定の手続きをしてください。よろしくお願いします。 

【相談事業所「はあとらっぷ」からのお知らせ】 

http://ksj.or.jp/blogu/

